
 

「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規則第 16 号）の一部改正について 

                       日証協 平 16．6．1             

 

本協会では、６月１日の理事会において、「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規

則第 16 号）の一部を改正した。 

今般の規則改正は、本年５月 31 日に「開示用電子情報処理組織による手続の特例等

に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布され、本年６月１日から、証券

仲介業者が海外発行証券の少人数向け勧誘を行う場合の取扱いに関し、従来の「転売制

限等告知書」の交付による勧誘方法に加え、一定の要件を満たす場合には、「証券業協

会の規則に定める当該有価証券の内容等を説明した文書」（外国証券内容説明書）を交

付する方法により勧誘を行うことが可能とされたことを受けたものである。 

なお、本規則改正の趣旨・骨子及び改正部分の新旧対照表は、それぞれ以下のとおり

であり、平成 16 年６月１日から施行した。 

 
 



 

「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規則第16号）の一部改正について 

 

 

平成１６年６月１日 

日 本 証 券 業 協 会 

 
 
１．改正の趣旨 
 

 今般、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正

する内閣府令」が公布され、本日（６月１日）から、証券仲介業者が海外発行証券の少人

数向け勧誘を行う場合の取扱いに関し、従来の「転売制限等告知書」の交付による勧誘方

法に加え、一定の要件を満たす場合には、「証券業協会の規則に定める当該有価証券の内容

等を説明した文書」（以下「外国証券内容説明書」という。）を交付する方法により勧誘を

行うことが可能とされたところである。 

 これを受け、「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規則第 16号）について、所要の改

正を行うこととする。 

 

 

２．改正の骨子 

 

(1) 証券仲介業者が、特定外国証券（所属協会員が外国証券内容説明書を交付することに

より勧誘を行うことのできる外国証券）について、条件付勧誘による売付けの例外的取

扱いを行う場合の要件を定める規定を新設（第 10条第 3号） 

(2) 証券仲介業者における、外国証券内容説明書の取扱いを定める規定を新設 

（第 10条第 4号、第 32条） 

 

 

３．実施の時期 
 

 本改正は、平成１６年６月１日から施行する。 

 

 

以  上 

 
 



 

「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規則第 16号）の一部改正について 

 

平成 16年６月１日  

（下 線 部 分 変 更） 

新 旧 

 

（外国証券取引の取扱い） 

第 10 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （ 現行どおり ） 

 

 

 

 

 

（外国証券取引の取扱い） 

第 10 条 協会員は、外国証券の取扱いに関し、

証券仲介業者に対し、次の各号に掲げる取扱

いを遵守させなければならない。 

 １ 対象証券 

       （ 省   略 ） 

 ２ 条件付勧誘により売り付ける場合の取扱

い 

 証券仲介業者が、顧客に対し外国証券の

売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘

（以下この条及び次条において「勧誘」と

いう。）を行い、当該勧誘が売出しに該当

しない場合であって、所属協会員が当該外

国証券を売り付ける場合には、次に掲げる

場合を除き、あらかじめ又は同時に、当該

顧客に対し、外国証券規則第７条第１項に

規定する転売制限等告知書を交付するこ

と。 

イ 我が国の証取法による開示が行われて

いる外国証券である場合 

ロ 所属協会員における売付けの総額が１

億円未満の場合 

 ３ 例外的取扱い 

  イ 証券仲介業者が、顧客（証取法第２条

第３項第１号に規定する適格機関投資家

を除く。以下この号において同じ。）に対

し、外国証券（所属協会員が外国証券内容

説明書を交付することにより勧誘を行う

ことのできるものに限る。以下「特定外国

証券」という。）の勧誘を行い、当該勧誘

が売出しに該当しない場合において、当該

顧客に対し当該勧誘に係る外国証券の内

容等を説明した文書（外国証券の取引に関

する規則第８条第１項に基づき所属協会

員が作成したものに限る。以下「外国証券

内容説明書」という。）を交付するととも

に、所属協会員が、当該顧客からの買付け

に係る証券について保管の委託を受ける

ときには、当該外国証券に関し転売制限を

付することを要しないこと。 

  ロ イに規定する外国証券内容説明書は、

これに基づいて勧誘を行うものとし、所属

協会員を通じて、取引に係る取引報告書又

は取引残高報告書（取引に係る受渡決済後

遅滞なく交付するものに限る。）とともに

交付することができるものとすること。 

  ハ 証券仲介業者が、特定外国証券を証取

法第２条第３項第１号に規定する適格機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 

関投資家（協会員を除く。）を相手方とし

て勧誘する場合において、協会員又は非居

住者に譲渡するものを除き譲渡を行わな

いことを約する旨の条件が付されている

ことを明らかにしているとき又は当該機

関投資家の買付けに係る証券について所

属協会員が保管の委託を受けるときには、

当該機関投資家に対し転売制限等告知書

を交付することを要しないこと。 

  ニ 証券仲介業者が、特定外国証券を協会

員を相手方として勧誘する場合は、当該協

会員に対し転売制限等告知書の交付及び

外国証券内容説明書を交付することを要

しないこと。 

 ４ 外国証券内容説明書の取扱い 

 証券仲介業者が、顧客に対し外国証券の

勧誘を行う場合における外国証券内容説明

書の交付の取扱いは、外国証券の取引に関

する規則第９条第２項各号に定めるところ

に準じて取り扱うこと。 

 ５ 勧誘によらず売り付ける場合の取扱い 

 証券仲介業者が、顧客に対し外国証券の

勧誘を行わずに、顧客の外国証券の買付け

に係る売買の媒介又は委託の媒介を行い、

所属協会員が当該外国証券を売り付ける場

合には、第２号イ又はロに掲げる場合を除

き、当該注文が当該顧客の意向に基づくも

のである旨の記録を作成のうえ、整理、保

存する等適切な管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

３ 勧誘によらず売り付ける場合の取扱い 

 証券仲介業者が、顧客に対し外国証券の

勧誘を行わずに、顧客の外国証券の買付け

に係る売買の媒介又は委託の媒介を行い、

所属協会員が当該外国証券を売り付ける場

合には、前号イ又はロに掲げる場合を除き、

当該注文が当該顧客の意向に基づくもので

ある旨の記録を作成のうえ、整理、保存す

る等適切な管理を行うこと。 

 

（電磁的方法による書面の交付等） 

第 32 条 次に掲げる書面については、当該書面

の交付に代えて、「書面の電磁的方法による

提供等の取扱いについて」（理事会決議）の

定めに準じて、当該書面に記載すべき事項に

ついて電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法により提

供することができる。 

 

 １ 第 10 条第２号に規定する転売制限等告

知書 

 ２ 第 10 条第３号イに規定する外国証券内

容説明書 

 

（電磁的方法による書面の交付等） 

第 32 条 第 10 条第２号に規定する転売制限等

告知書については、当該書面の交付に代えて、

「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに

ついて」（理事会決議）の定めに準じて、当

該書面に記載すべき事項について電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により提供することができ

る。 

 

       （ 新   設 ） 

 

 

 

付   則 

 

 この改正は、平成 16年 6月 1日から施行する。

 

 

 

 

 

 














